
2023年度決算概要 

学校法人東京キリスト教学園 

 

2024年 3月理事会で承認されました当初予算は、様々な分野での冗費の見直しに取り組み、「事

業活動収支差額」「基本金組入前当年度収支差額」について、▲1億 75百万円でのスタートとなり

ます。これは 2023年度予算と比較すれば 71百万円ほど改善させましたが、大幅な赤字予算である

ことは変わりません。 

今年度の特記事項として、以下のことが挙げられます。 

・長期保持してきた有価証券（固定・流動）については、多くを昨年度に売却したため、今年度

は売却益を見込めない 

・その他売却を検討できる資産（キャンパス外の不動産等）に乏しい 

・金融機関等からの借入の可能性を考えにくい 

・千葉移転後 35年を超え、大学設備・建物の大規模修繕に計画的に取り組む必要がある 

収支の改善のためには、収入を増やし支出を減らさなければなりませんが、すでに学生数がほぼ

決定しているという大学の性質上、大幅な収入増を期中に見込むことは難しく、一層の経常経費の

削減に取り組んでいく必要があります。 

赤字体質の継続を断ち切り、持続可能な財政状況に転換していくためには、教育活動収支を均衡

させていく必要があります。それを目指し、今まで先延ばしにしてきた構造的な改革への取り組み

に向けた準備をスタートさせています。成果を上げることができるよう、ひき続きご支援賜ります

ようお願いいたします。 

（文責：事務局長 小町継太） 

 

【用語の解説】 

資金の収支：わかりやすく言うと「学園のお財布・通帳」からお金が増えるか減るかの指標として見ています。 

基本金組入前当年度収支差額：毎年度の収支のバランスを見ることが出来ます。（旧：帰属収支差額）わかり

やすく言うと「儲かっているか」「採算がとれているか」の指標となります。 

当年度収支差額：前年度繰越収支差額・翌年度繰越収支差額と合せて長期の収支バランスを見ることができま

す。（旧：消費収支差額） 

活動区分資金収支計算書：学校法人会計基準の改正に伴い、資金収支計算書と共に新たに作成する計算書です。

資金収支計算書では、収入と支出が一覧で表示されますが、活動区分資金収支計算書では、資金収

支計算書を「教育活動による資金収支」「施設整備等活動による資金収支」「その他の活動による資

金収支」の 3つに区分し、活動区分ごとに資金の流れ、収支を明らかにすることを目的としていま

す。 

事業活動収支計算書：企業等の損益計算書に近いものです。収支を経常的なもの（経常収支はさらに「教育活

動」と「教育活動外」に区分する）と特別なものに区分し、それぞれの収支状況を明らかにしてい

ます。また、毎期の収支バランスを見る「基本金組入前の収支差額」と、長期的な収支バランスを

見る「当年度収支差額」の双方について、計算書類の上で明らかにすることを目的としています。 

貸借対照表：年度末時点の、資産・負債・純資産等を表示するものです。本年度末と前年度末時点での比較が

出来ます。建物、構築物、教育研究用機器備品等は、取得価額から減価償却累計額を差し引いた金

額が表示されています。 



 

【会計科目の説明】 

学納金収入：授業料、入学金、実験実習料、施設設備費等学生から納入された納付金等の収入です。 

手数料収入：入学検定料、証明書発行手数料等です。 

寄付金収入：諸教会・支援会員等からの献金（寄付金）による収入です。 

補助金収入：私立大学等経常費補助金等、国から交付される補助金です。 

付随事業収入 ：主に寮や食堂の利用料等の補助的な事業における収入です。 

受取利息・配当金収入：預貯金等の受取利息や所有施設の利用料等による収入です。 

雑収入  ：学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入です。 

人件費支出：教職員等に支給する本俸、期末手当、各種手当、退職金財団掛金等です。 

教育研究費支出：教育・研究活動や学生の学修支援・課外活動支援等に支出する経費です。 

管理経費支出：総務・人事・経理業務や学生募集活動、教育・研究活動以外の活動に支出する経費です。 

施設関係支出：土地、建物、構築物等の支出。 

設備関係支出：教育研究用機器備品・その他の機器備品、図書等の支出です。 

減価償却額：時の経過による老朽化等により価値が減少する固定資産について、資産としての価値を減少（減

価償却）させ、取得原価を毎年度の消費支出に合理的に分配します。直接、金銭の支出は伴いませ

ん。 

基本金組入：基本金とは、学校法人が教育研究の維持・充実に必要な資産（校地・校舎・機器備品等）を保持

するための金額であり、基本金組入とは、それら資産の取得額を組入れた額です。 

 

【学校法人会計の特徴（企業会計と比較して）】 

学校法人会計は、文部科学省令により定められた「学校法人会計基準」に基づき経理処理を行う必要があり、

会計書類（計算書類）として、①資金収支計算書、②事業活動収支計算書、③貸借対照表を作成します。 

資金収支は実際の資金の流れに基づき、また事業活動収支は学校運営の視点から表示され、さらに貸借対照

表は、決算日（3月 31日現在）の資産負債･基本金等の状況を示し、大学（学園）の財政状況を明らかにする

ものです。 

一方、企業会計では、①損益計算書と②貸借対照表そして上場企業においてはキャッシュフロー計算書が作

成されます（資金収支計算書はキャッシュフロー計算書に、事業活動収支計算書は損益計算書に、それぞれ対

応します）。営業活動の成績を損益計算であらわし、単年度の期間の事業状況を明確化し、経営成績を知るこ

とで収益力を高めることに役立てようとするものです。つまり、企業会計は営業活動の成績を損益計算であら

わし、その年度の収益と費用を正しく捉えることを主たる目的としています。 

一方、学校法人会計の特徴としては、以下の点などがあります。 

・学校が営利を目的としない非営利組織であるため、企業会計のような損益計算は行われません。収支の均

衡の状況を明らかにし、教育研究活動が円滑に遂行されたかどうかを捉えることに主眼があります。 

・収入の多くが学生からの授業料や補助金であり、収入は固定的であるのに対し、教育研究の資金需要は制

限がないことから、実際の使用に先立って収支を予算で明確にし、資金を効果的に配分することが必要で

あるため、予算管理が重視されています。 

・「基本金」等の、学校法人会計独特の勘定科目があります。 

 

  



 

主要財務比率                                         （単位：％） 

 

区分 算式（×100） 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

人件費 

比率 

人件費 
―――――― 

経常収入 

74.3 

(53.2) 

87.8 

(51.8) 

76.1 

(51.3) 

72.4 

 

75.7 

 

人件費 

依存率 

人件費 
―――――― 

学生生徒等納付金 

200.0 

(70.8) 

230.3 

(69.6) 

232.2 

(69.7) 

192.1 

 

206.5 

 

教育研究 

経費比率 

教育研究経費 
―――――― 

経常収入 

51.2 

(33.5) 

51.9 

(35.2) 

46.0 

(34.3) 

60.3 

 

59.1 

 

管理経費 

比率 

管理経費 
―――――― 

経常収入 

9.1 

(8.9) 

9.6 

(8.2) 

7.6 

(8.3) 

11.2 

 

9.9 

 

事業活動収支 

差額比率 

基本金組入前当年度収支差額 
―――――― 

事業活動収入 

△42.9 

(4.7) 

△48.8 

(5.2) 

△29.6 

(6.4) 

△70.4 

 

△24.9 

 

※備考 （ ）内は日本私立学校振興・共済事業団調査による医歯系法人を除く大学法人平均値を示す。 

 

 

 


